
第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 窓口および電話で相談のあった65歳以上の長崎市民

 本人、家族等、実施機関

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 高齢者に関する総合相談受付事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 地域の高齢者の在宅生活などに関する相談をうけ、様々なサービスや関係機関または制度の利用に繋げる

よう支援し、記録する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6親族関係、7公的扶助、8家族状況、9健康状態、

10傷病歴、11障害、12身体特性、13性格・性質、14主張・意見



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 65歳以上の方

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 生涯元気事業ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 地域において運動を中心に介護予防に関する具体的な実施方法を紹介する機会を提供し、高齢者が地域の

仲間と共に自ら健康づくりに取り組み、長く元気で生活できるよう支援を行う。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6趣味・嗜好、7健康状態、8既往歴、9緊急連絡先



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 安心カード申し込み書を提出した者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 安心カード事業ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 一人暮らし高齢者と避難行動要支援者に対して、個人の健康情報や緊急時の連絡先を記入したカードと容

器を支給する。記入したカードは容器に入れて冷蔵庫に保管しておき、緊急搬送等に備える。

1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5健康状態、6障害、7緊急連絡先



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市在宅福祉推進事業利用申請書等を提出した者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 長崎市在宅福祉推進事業ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 長崎市在宅福祉推進事業利用申請書等を受理した後、内容審査を行い、決定通知書等を申請者に、実施依

頼書等を委託事業者へ送付する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6趣味・嗜好、7公的扶助、8家族状況、9居住状

況、10続柄、11緊急連絡先、12健康状態、13傷病歴、14障害、15身体特性、16性格・性質、17生活状

況、18課税の有無、19主張・意見、20親族関係、21その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 地域支援事業利用申請書等を提出した者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 長崎市地域支援事業ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 地域支援事業利用申請書等を受理した後、内容審査を行い、決定通知書等を申請者に、実施依頼書等を委

託事業者へ送付する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6趣味・嗜好、7公的扶助、8家族状況、9居住状

況、10続柄、11緊急連絡先、12健康状態、13傷病歴、14障害、15身体特性、16性格・性質、17生活状

況、18課税の有無、19主張・意見、20親族関係、21その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 居宅サービス計画作成依頼届出書を提出した被保険者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 居宅サービス計画作成依頼届出管理事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 居宅サービス計画作成依頼届出書を受理した後に、システム端末へ入力を行う。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 避難行動要支援者名簿に登録されている者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 高齢者に関する避難行動支援事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 支援体制作りに役立てるため、避難行動要支援者名簿を自治会長等に提供する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6親族関係、7家族状況、8居宅状況、9続柄、10障

害、11身体特性、12かかりつけ医・かかりつけ薬局、13居宅介護支援事業所、14避難場所、15避難支援

者、16避難方法



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市民

 本人、家族

 含む

 －

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 栄養相談事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所地域福祉課

 栄養相談に係る栄養指導結果等を記録する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性、14主張・意見



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 妊娠届を提出した妊婦

 本人、実施機関、配偶者や家族等代理者

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 母子健康手帳交付事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 妊娠届出により、母子健康手帳を交付する。母子健康手帳の交付のために住所を確認し、届出書により、

妊婦の状況を見ながら必要な支援につなげていくため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7出産予定日・届出妊娠週数、8家族状

況、9健康状態、10傷病歴、11障害



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市民で健康教室等の対象者及び参加申込みのあった者

 本人、家族、国民健康保険課、健康づくり課

 含む

 国民健康保険課、健康づくり課

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 健康教育に関する事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所地域福祉課

 事業の案内及び参加状況の記録、健康相談内容の記録、事業評価、分析、統計

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性、14性格・性質



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 40歳以上で健診結果により保健指導が必要な者

 本人、家族、国民健康保険課、健康づくり課

 含む

 国民健康保険課、健康づくり課

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 健康相談事務（重点健康相談）ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所地域福祉課

 健診後の保健指導、事業評価、分析、統計

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 保健指導・健康教室を希望する親子（妊婦・産婦、乳幼児とその保護者）

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 母子栄養健康づくり事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 妊娠・出産・育児に伴う母子の心身の異常を予防し、健康で豊かな生活を送るための正しい知識の普及を

図る。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、６趣味・嗜好、７家族状況、８健康状態、９

その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市民で健康に関する相談があった者

 本人、家族

 含む

 －

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 健康相談事務（総合健康相談）ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所地域福祉課

 健診相談内容の記録、事業評価、分析、統計

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住所を有する妊産婦、乳幼児（新生児、低体重児含む）、障害児、小児慢性疾患等長期療養児と

その保護者

 本人　実施機関　国・地方公共団体　保護者　家族等　産科小児科　医療機関

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 母子保健訪問指導事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 母子の健康の保持増進のため、妊婦・産婦、乳幼児とその保護者へ訪問による指導助言、保健指導を行

う。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、6電話番号、７職業・職歴、８親族関係、9

婚姻歴、10家族状況、11居住状況、12続柄、13健康状態、14傷病歴、15障害、16身体特性、17性格・性

質、



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 ４か月児、７か月児、１０か月児、１歳６か月児、３歳６か月児、その他の乳幼児

 本人、実施機関

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 乳幼児健康診査事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 乳幼児健康診査に係る対象者管理と指導等を行う。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５本籍・国籍、6電話番号、7識別番号、8職業・職歴、9親

族関係、10婚姻歴、11家族状況、12居住状況、13続柄、14健康状態、15傷病歴、16障害、17身体特性、

18性格・性質、



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 生後2か月の乳児がいる家庭

 実施機関、保護者

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所　地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 乳児家庭全戸訪問保健指導事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所　地域福祉課

 乳児家庭・要支援家庭を対象に保健師等の専門職が保健指導を行う。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、６親族関係、７家族状況、８居住状況、９続

柄、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性、14性格・性質、



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被保護者

 本人、実施機関内、他の実施機関

 含む

 実施機関内（健康づくり課）

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 被保護者健康管理支援事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診勧奨等を行い、被保護者の健康の保持及び増

進を図るため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８職業・職歴、９学

業・学歴、１０免許・資格、１１財産・収入、１２公的扶助、１３親族関係、１４婚姻歴、１５家族状

況、１６居住状況、１７続柄、１８健康状態、１９傷病歴、２０障害、２１身体特性、２２健診結果、２

３保健指導結果



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 暴力団関係者と推察される被（要）保護者

 長崎県警察

 含まない

 長崎県、課内

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 暴力団の排除に関する事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 暴力団の排除を徹底し、保護の適正実施に資するため

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５生活保護の状況



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被保護者

 本人、医療機関、介護機関

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 生活保護法医療券・調剤券・介護券の交付事務（支援給付を含む）ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 生活保護法に基づき、医療券・調剤券・介護券を交付するため（支援給付を含む）

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、６公的扶助、７傷病歴、８障害



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 医療機関、介護機関の管理者、代表者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 生活保護法に基づく医療機関、介護機関の指定事務（支援給付を含む）ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 生活保護法に基づく医療機関、介護機関の指定を行うため（支援給付を含む）

１氏名、２住所、３職業・職歴、４免許・資格



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被保護者、福祉事務所職員

 本人、実施機関内、国・地方公共団体

 含む

 国（会計検査院）、長崎県、実施機関内

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 会計実地検査（生活保護関係）ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 会計検査院法第２６条に基づく検査の資料作成のため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８職業・職歴、９学

業・学歴、１０免許・資格、１１財産・収入、１２納入状況、１３公的扶助、１４銀行口座、１５親族関

係、１６婚姻歴、１７家族状況、１８居住状況、１９続柄、２０健康状態、２１傷病歴、２２障害、２３

身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被保護者、福祉事務所職員、嘱託医、委託医

 本人、実施機関内、国・地方公共団体

 含む

 国、長崎県、実施機関内

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 生活保護法施行事務監査ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 生活保護法第２３条に基づく監査の資料作成のため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８職業・職歴、９学

業・学歴、１０免許・資格、１１財産・収入、１２納入状況、１３公的扶助、１４銀行口座、１５親族関

係、１６婚姻歴、１７家族状況、１８居住状況、１９続柄、２０健康状態、２１傷病歴、２２障害、２３

身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 被（要）保護者

 本人、実施機関内、他の実施機関、国・地方公共団体

 含む

 実施機関内

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 生活保護法に基づく保護の決定・実施に関する事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 生活保護の適正実施に資するため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８職業・職歴、９学

業・学歴、１０免許・資格、１１財産・収入、１２納入状況、１３公的扶助、１４銀行口座、１５親族関

係、１６婚姻歴、１７家族状況、１８居住状況、１９続柄、２０健康状態、２１傷病歴、２２障害、２３

身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 生活保護費等返還金が発生した者

 本人、実施機関内

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉１課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 返還金徴収事務（支援給付を含む）ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉１課

 個人より生活保護費等の返還金を徴収するため

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、８納入状況



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 生活困窮者

 本人、親族、関係機関

 含む

 長崎市社会福祉協議会、株式会社アソウ・ヒューマニーセンター長崎支店、特定非営利活動法人ワーカー

ズコープ長崎支部

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所生活福祉２課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 生活困窮者自立支援事業に関する事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所生活福祉２課

 生活困窮者に対して包括的な支援を行うため

１氏名、２生年月日、３支援内容（事業項目）４、支援プラン作成日（支援開始日）、５支援評価日、６

支援終結日、７本人・家族の状況等



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産マスターデータに記録されている範囲

 長崎市資産税課、住民情報課による

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所地域整備1,2課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 都市計画情報システムファイル

 長崎市長

 中央総合事務所地域整備1,2課

 業務を行うにあたり、土地の所有者や家屋の権利者等の情報が必要となるため

固定資産土地マスター１所有者住所、２所有者氏名、３現有者住所、４現有者氏名、５所在地、６本番、

７枝番、８現況地目、９現況地積、１０登記地目、１１登記地積、１２都市計画、１３用途区分、１４戸

数固定資産家屋マスター１５所有者住所、１６所有者氏名、１７現有者住所、１８現有者氏名、１９所在

地、２０本番、２１枝番、２２用途区分、２３戸数、２４建築年月日、２５階数、２６床面積、２７構

造、２８種類



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央地域総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実 施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央地域総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交 付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者のうち該当する者

 地方検察庁や保護観察所、刑務所、地方法務局、他自治体等からの通知

 含む

 他市区町村、検察庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 民刑事項管理事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 犯罪人、成年被後見人、破産者名簿の調製及び管理のために利用する。

１氏名、２生年月日、３本籍、４筆頭者氏名、５住所、６罪名、７刑名・刑期・金額、８裁判・確定日、

９裁判所名・未決勾留期間、10刑執行状況等の通知、11刑の消滅日、12続柄　13配偶者区分、14住所、15

住定日、16成年被後見人名簿（裁判所名、事件番号、登記年月日）、17禁治産者名簿・準禁治産名簿（宣

告年月日、確定年月日、宣告裁判所名）、18破産者名簿（事件番号、宣告年月日、確定年月日、宣告裁判

所名）



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に届け出られた死亡届書中の死亡者及び届出人、失踪届書中の失踪者及び届出人

 長崎市に届け出られた死亡届、失踪届

 含まない

 税務署

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 相続開始通知事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 相続税法第 58 条の規定に基づく税務署長への通知のために利用する。

1 戸籍係の受付番号、2 相続開始の年月日、3 被相続人（氏名・生年月日・住所・職業・本籍・筆頭者かど

うかの区分・死亡場所・世帯の主な仕事）、4 届出人（氏名・続柄・住所）



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に届け出られた出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、死産届に記載された者

 長崎市に届け出られた出生届、婚姻届、離婚届、死亡届、死産届

 含まない

 保健所

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 人口動態調査事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 人口動態調査票を作成するために利用する。

１出生票の記載事項、２死亡票の記載事項、３婚姻票の記載事項、４離婚票の記載事項、５死産票の記載

事項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に提出された死体埋火葬許可申請書中の死亡者及び申請者

 長崎市に提出された死体埋火葬許可申請書

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 死体の埋葬及び火葬の許可証発行事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 墓地、埋葬等に関する法律に基づく許可及び許可証発行のために利用する。

１ 死亡者の本籍、２ 死亡者の住所、 ３ 死亡者の氏名、４ 性別、５ 出生年月日、 ６ 死因、７ 死亡年月日

時、８ 死亡の場所、９ 火葬の場所、10 申請者住所氏名及び死亡者との続柄、11 許可年月日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名

簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実 施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交 付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名

簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小ヶ倉地域センター

（所在地）〒850-0961　 長崎県長崎市小ヶ倉町２丁目21番2号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系

システムで管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、

９登記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１

６課税額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人

番号、７送付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳カード交付等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６返納（廃止）理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人番号カード交付等事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 市民へ個人番号カードを交付するため、市民の個人番号カード利用が円滑に行われるため

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５個人番号カード交付申請書発行依頼の内容、６個人番号カード申

請状況確認依頼の内容、７電子証明書新規発行及び更新申請の内容、８個人番号カード及び電子証明書暗

証番号変更並びに再設定および照合番号のロック解除申請の内容、９通知カード紛失及び返納届の内容、

１０届出人の本人確認書類



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとするもの

 本人

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

１証明書番号、２交付年月日、３証明対象の方の氏名、４住居表示・町界町名実施内容、５根拠法令、６

申請者氏名、７申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９

家族状況、１０居住状況、１１続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、１０代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有する者

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、１０個人番号、１１住民票コード、（外国人住民について）１２

通称、１３国籍、１４在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

１戸籍の表示（本籍・筆頭者）、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６住定日、７住民票コード、８

国外転出者である旨（国名又は地域名）、９転出予定年月日、１０在外選挙人名簿登録市区町村名、１１

在外投票人名簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所小榊地域センター

（所在地）〒850-0077　 長崎県長崎市小瀬戸町1015番地7

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 固定資産税に関する各種証明（評価額証明書、課税額証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２住所、3電話番号、４生年月日、５死亡日、６土地家屋種別、７町名、８丁目、９地番



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人番号カードに関する事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 個人番号カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５電話番号、６券面記載事項変更理由、７一時停止解除理由、８返

納理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在 留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日要配



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 －

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたも の

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事 務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村か らの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のため に利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名

簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所西浦上地域センター

（所在地）〒852-8135　 長崎県長崎市千歳町5番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する 。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人番号カード交付事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 市民へ個人番号カードを交付するため、市民の個人番号カード利用が円滑に行われるため

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５個人番号カード交付申請書発行依頼の内容、６個人番号カード申

請状況確認依頼の内容、７電子証明書新規発行及び更新申請の内容、８個人番号カード及び電子証明書暗

証番号変更並びに再設定および照合番号のロック解除申請の内容、９通知カード紛失及び返納届の内容、

１０届出人の本人確認書類



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系

システムで管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目9番26号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、

９登記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１

６課税額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人

番号、７送付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目9番26号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳カード交付等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６返納（廃止）理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目9番26号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人番号カード交付事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 市民へ個人番号カードを交付するため、市民の個人番号カード利用が円滑に行われるため

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５個人番号カード交付申請書発行依頼の内容、６個人番号カード申

請状況確認依頼の内容、７電子証明書新規発行及び更新申請の内容、８個人番号カード及び電子証明書暗

証番号変更並びに再設定および照合番号のロック解除申請の内容、９通知カード紛失及び返納届の内容、

１０届出人の本人確認書類



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとするもの

 本人

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石３丁目９番２６号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石３丁目９番２６号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

１証明書番号、２交付年月日、３証明対象の方の氏名、４住居表示・町界町名実施内容、５根拠法令、６

申請者氏名、７申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目9番26号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９

家族状況、１０居住状況、１１続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目9番26号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、１０代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石３丁目９番２６号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民記録を有する者

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石３丁目９番２６号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、１０個人番号、１１住民票コード、（外国人について）１２通

称、１３国籍、１４在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他氏に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石3丁目９番２６号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

１戸籍の表示（本籍・筆頭者）、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６住定日、７住民票コード、８

国外転出者である旨（国名又は地域名）、９転出予定年月日、１０在外選挙人名簿登録市区町村名、１１

在外投票人名簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所滑石地域センター

（所在地）〒852-8061　 長崎県長崎市滑石３丁目９番２６号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系

システムで管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、

９登記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１

６課税額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人

番号、７送付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳カードに関する事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６返納（廃止）理由、７一時停止理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人番号カード交付事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 市民へ個人番号カードを交付するため、市民の個人番号カード利用が円滑に行われるため

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５個人番号カード交付申請書発行依頼の内容、６個人番号カード申

請状況確認依頼の内容、７電子証明書新規発行及び更新申請の内容、８個人番号カード及び電子証明書暗

証番号変更並びに再設定および照合番号のロック解除申請の内容、９通知カード紛失及び返納届の内容、

１０届出人の本人確認書類



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとするもの

 本人

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

１証明書番号、２交付年月日、３証明対象の方の氏名、４住居表示・町界町名実施内容、５根拠法令、６

申請者氏名、７申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９

家族状況、１０居住状況、１１続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、１０代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民記録を有する者

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、１０個人番号、１１住民票コード、（外国人について）１２通

称、１３国籍、１４在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他氏に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

１戸籍の表示（本籍・筆頭者）、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６住定日、７住民票コード、８

国外転出者である旨（国名又は地域名）、９転出予定年月日、１０在外選挙人名簿登録市区町村名、１１

在外投票人名簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所福田地域センター

（所在地）〒850-0068　 長崎県長崎市福田本町10番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系

システムで管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 固定資産課税台帳事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、

９登記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１

６課税額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人

番号、７送付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳カード交付等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６返納（廃止）理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとするもの

 本人

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

１証明書番号、２交付年月日、３証明対象の方の氏名、４住居表示・町界町名実施内容、５根拠法令、６

申請者氏名、７申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、１０代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民記録を有する者

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、１０個人番号、１１住民票コード、（外国人について）１２通

称、１３国籍、１４在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他氏に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

１戸籍の表示（本籍・筆頭者）、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６住定日、７住民票コード、８

国外転出者である旨（国名又は地域名）、９転出予定年月日、１０在外選挙人名簿登録市区町村名、１１

在外投票人名簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所式見地域センター

（所在地）〒851-1137　 長崎県長崎市式見町３５７番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５識別番号、６財産・収入、７納入状況、８親族関係、９

家族状況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

１戸籍の表示（本籍・筆頭者）、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６住定日、７住民票コード、８

国外転出者である旨（国名又は地域名）、９転出予定年月日、１０在外選挙人名簿登録市区町村名、１１

在外投票人名簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所茂木地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民記録を有する者

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、１０個人番号、１１住民票コード、（外国人について）１２通

称、１３国籍、１４在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、１０代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

１証明書番号、２交付年月日、３証明対象の方の氏名、４住居表示・町界町名実施内容、５根拠法令、６

申請者氏名、７申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 個人番号カードの交付を希望する者及び交付を受けている者

 個人番号カード申請者から提出資料もしくは、住記システムより収集

 含まない

 国・地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 個人番号カードの交付等に関する事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律に基づく個人番号カードに係

る業務を行うため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、４住所、５電話番号、６個人番号、７顔写真、８通称名、９本人確認書

類、１０在留期間、１１在留資格、１２在留期間満了日、１３在留区分



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとするもの

 本人

 含まない

 ―

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 資産税関係証明申請をした者及び納税義務者

 本人又は本人の代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体

 含まない

 本人又は本人の代理人、国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 資産税関係証明事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名又は名称、２住所又は所在地、３電話番号、4種別、５地番、6家屋番号納税義務者１氏名又

は名称、２住所又は所在地、３電話番号所有者及び納税義務者以外１氏名、２住所、３電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 20　備考

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所茂木地域センター

（所在地）〒851-0241　 長崎県長崎市茂木町７５番地１０

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】

 住民基本台帳カードに関する事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６住民票コード、７返納（廃止）理由、８一時停止

理由、９通称名


